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内閣府・文部科学省消費者教育連絡協議会 第 1 回会合 
消費者教育の現状と課題 

 
 
１，消費者教育の中核的教科の現状と課題（家庭科と社会科・公民科） 

①社会科・公民科(資料「消費者教育の新たな展開に向けて『消費者教育に関する研究会』報告書」より) 
   平成 10 年版学習指導要領(平成 11 年告示)では消費生活分野で「棲み分け」が進行  

  ・消費生活分野が削除、縮小 （例）現代社会（消費者保護と契約が削除） 
      多くのいわゆる進学校では、公民科４単位 → ２単位へ 

   ・公民科教科書採択数(2005） 「現代社会」（２単位）    1090,000 部 
                    「政治・経済」 （２単位）   514,000 部   

   ＊「現代社会」(導入時 4 単位必修)は、社会科の本来的な在り方の実現を目指す

ものであったが、形骸化の歴史を歩み今日に至る。 
・平成 10 年版学習指導要領では、学習内容の選択制を導入（地球環境問題、資源・エ

ネルギー問題、大きな政府と小さな政府、消費者問題と消費者保護など）課題解決型

学習を導入しているが２単位ではかなりの工夫がいる。 
     ・学習内容の抽象化（概念理解、制度・仕組み理解が中心、公法学習中心）を克服する

ことが課題 ← 「学校知」から「生活知」への転換、私法分野

(民法、消費者法等)の学習の強化が必要。←法教育の導入 
               
  社会科・公民科学習の中心          実践的態度の育成(行動・態度) 

 知って＋分かった＝ペーパーテスト               ・適切な意思決定ができる  
主知主義   で検証                  ・行動選択ができる等  

   
「知る・覚える学習」から              ・安全や選択の機会が確保の権利 
「生きる力」へ                   ・情報及び教育の機会の権利 

「知識の多寡を専ら重視する・・・            ・消費者の意見が消費者政策に反映 
学習の在り方は・・・知識を詰め  ≠            される権利 
込むことに偏らせ」                   ・被害が生じた場合には適切かつ迅 

(「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について」）     覚えるだけでは無意味            速に救済される権利（消費者基本法

2 条） 
                
                      

消費者教育＝生活課題解決型学習 
                   学習方法の開発（消費者教育指導法の導入）     

ロ ー ル プ レ イ ン グ 、 実 物 提 示 法 、 ゲ ー ム 、     

シミュレーション、ケーススタディ、ディベート等 
                          

資料４ 



 
②家庭科・・・ 消費生活分野とともに新たに環境分野が加わる。 

              家庭綜合（４単位）と家庭基礎（２単位） 
               ＊家庭科教科書販売数から見ると 
               家庭綜合：家庭基礎 → ４：６ 

・家庭科教科書採択数(2005）    
           「家庭総合」（４単位）   485,000 部（３８．２％）   
           「家庭基礎」（２単位）   784,000 部（６１．８％） 
    多くのいわゆる進学校では、家庭綜合４単位 → ３単位または、家庭基礎へ 

私立高校はほとんど２単位の家庭基礎が中心。 
          ＊消費生活分野は増えているが学習時間の減少が問題 
 
２，消費者教育の時間不足、教材不足（「企業の学校向け消費者教育教材の関するアンケート」報告） 
    教材開発３ナイ問題   ①資金がナイ 
               ②時間がナイ 
               ③（工夫が足りナイ） 
   ＊学校と事業者とのコラボレーションの追求 
  
３，消費者教育の制度的課題 (資料「新しい地平を切り拓く～21 世紀の消費者教育に求められるもの～」) 
 
 
 
 
４，消費者教育支援センターの取組（（財）消費者教育支援センタ－事業報告より）  
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［創立 10 周年記念提言］ 

新しい地平を切り拓く                                                                  

―21 世紀の消費者教育に求められるもの― 

                                                       

（財）消費者教育支援センター専務理事                          

  植 苗 竹 司 
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はじめに 

  昨年１年間に、クレジット破産件数は 12

万件を超え、消費生活センター等に寄せられ

た消費者相談件数は 67 万件に達した。いずれ

も、年々増え続けている。1960 年代に表面化

した消費者問題は増加の一途をたどり今日に

いたっている。 

  また、この 40 年間において消費者問題は量

的な問題だけでなく内容的にも大きな変化が

みられる。製品の安全や表示の問題から悪質

商法やクレジット破産などの問題のウエイト

が高まってきている。 

  このことは、消費者政策において重要な変

化を必要としていることを意味している。す

なわち、安全問題等においては法規制や企業

の努力に期待することが可能であるが、悪質

商法等においては、そもそも業者の良識に期

待しえないこと、また規制の強化は別の問題

を惹起しかねないこと等により法規制や企業

努力には限界が存在するのである。したがっ

て、このような消費者問題に対応するために

は、消費者の自覚に待たざるを得ないのであ

る。言い換えれば、より一層消費者教育に期

待せざるをえないということである。 

  加えて、経済社会のグローバル化にもとづ

く規制緩和の進展により、消費者の自己責任

が強く求められている。当然のことながら、

この前提としての充分な情報の提供と消費者

各自の判断力の養成が必要である。これは、

情報公開・開示の推進と消費者教育の充実に

よってのみ実現可能となるのである。 

  以上のように消費者問題の質量の変化から、

さらには規制緩和等による消費者の自己責任

の拡大強化により、現在、わが国では消費者

教育の重要性は格段に増大したといえる。 

  このような状況であるにもかかわらず、わ

が国の消費者教育の現状はあまりにも不十分

といわざるをえない。（財）消費者教育支援セ

ンターが発足後丁度 10 年を経過したことで
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もあり、以下に今後必要と考えられる施策に

ついて、私の考えを述べてみたい。 

 

１消費者教育のための全体計画                                                    

１）消費者教育基本計画 

 消費者としての学習は生まれてから死ぬま

で生涯必要である。消費者として基本的に必

要なこと、人生のそれぞれの局面において求

められる知識・技能・態度など体系的かつ効

率的な学習が求められる。 

 このような消費者に対して適時、適切な情

報を提供するためには、年齢・属性等に応じ

たきめ細かいカリキュラムが必要である。こ

のような要請に応えるため、消費者教育基本

計画の策定の必要性をあげたい。 

 本計画は全ての国民とその一生の期間を対

象とすることになりかねないが、現在必要な

のは、いつ、どこで、なにを学ぶのか、その

学習のためのフレームワークであり、それに

必要な環境整備のための指針である。具体的

には、各省庁がもっている各種プロジェクト

を整理・強化することにより可能となるであ

ろう。 

  なお、本計画は生涯学習計画の一つの柱と

して設定することも可能である。そうするこ

とによって、現在の生涯学習計画では必ずし

も充分でない生活課題解決型学習面が充実・

強化されるものと期待される。 

 

２）サブ計画 

 消費者教育はライフステージのそれぞれの

段階で、その人に見合った情報提供が必要で

あり、適切な学習の支援となる。このために

は、前述したように膨大な計画が必要になる

可能性があり、全体の枠組みとともに各分野

ごとのサブ計画によって補完することが必要

となる。このサブ計画は、時間や空間、属性

等種々のフレームの中で策定されることが考

えられる。 

すなわち、学校教育をはじめとして家庭、

地域、職場等が対象となる。学校教育では、

保育園・幼稚園から小、中、高、大学にいた

る校種別、さらに家庭科、社会科等教科別の

サブ計画が考えられる。このほか、家庭や地

域、職場に対応した計画が求められるであろ

う。これらは、それぞれの対象とする政策の

なかですでに計画なり方針なりが立案されて

おり、既存施策に消費者教育を一部導入する

程度にとどまり、それほど大変な作業にはな

らないと思う。 

  そのことは、とりもなおさず各省庁等の施

策のなかで対応されることであり、消費者教

育に携わる機関も充分に存在すると考えられ

る。また、地方公共団体では総合的な計画の

策定も可能であろう。地方公共団体には活用

可能な多くの施設がある。例えば、公民館は

全国に約 16,000 存在するときく。これの活用

によっては、非常にきめ細かい情報提供なり

学習が可能である。                                   

 

２効率的な情報提供    

  消費者教育の基本は情報提供であるが、こ

の事業は、全消費者を対象とし、年齢等属性

に応じた情報が必要であり、さらに時代に即

した内容が求められる。一見、気が遠くなる

ような事業に思われるが、内容的には、基本

的な事項はいつの時代においても限られてお

り、時代への即応事項については適宜対処さ

れることになる。したがって、基本的なとこ

ろが理解されれば、あとは、クリアー可能で

ある。                          

  現在、さまざまな機関が種々の方法を使っ

て、膨大な情報を消費者に提供している。こ

れらをより一層効率よく、かつ、消費者の理

解を得られるようなかたちで提供することが

必要である。そのためには、 

 

１）全世帯への情報提供 

 資料等の作成部数や配布方法等も工夫する

必要がある。通常、活字の啓発資料等の配布



 3

部数は限られており、必ずしも必要な消費者

に行き渡っていない。1998 年に家庭教育が問

題になり、この対策として、文部省は「家庭

教育手帳」「家庭教育ノート」両者合わせて

1700 万部を配布されたときく。おそらく、幼

児から中学生までの子どもを有する全ての家

庭に配布されたものであろう。消費者教育は

全ての消費者を対象とするものである。この

点から考慮すれば、基本的な消費者教育資料

は全世帯に配布され、各家庭につねに備え付

けられていることが望まれる。 

 

２）発展段階別、種類別情報提供の必要性 

  （財）消費者教育支援センター設立の準備

段階において、「いつでも、どこでも、必要な

（レベル別、種類別）情報を入手できる」と

いうのがキャッチフレーズであり目標であっ

た。 

  当時は、空間的条件としては都道府県毎に

センターを設けることを考えていた。したが

って、時間的にもそれなりの制約が存在した。

しかし、現在ではＩＴ革命によって、この制

約からは大部分解放されたと考えられる。 

  21 世紀に求められるのは、充分な情報をも

った中央センターの存在と、伝達手段・ネッ

トワークの整備である。さいわい、内容につ

いては、当時と異なり（財）消費者教育支援

センターにはこの 10 年間に蓄積された教

材・指導法等の資料が存在する（「消費者教育

研究」78 号参照）。これを活用することによ

ってかなりの要請に応えることが可能である。

また、伝達手段では、コンピューターやファ

ックス、宅配便等の活用により情報の伝達が

低廉かつ容易になっている。 

  現在では、当初構想したような都道府県に

サブセンターを設置し、中央センターと同様

な機能をもたせることは必ずしも必要ではな

くなったと思われる。今後は、高度に発達し

た通信手段を前提に情報提供を整備すべきで

ある。 

 

３）学校教育における情報提供 

  教育とその他の情報提供との相違点が端的

に現れるのは学校教育においてである。年齢、

時間、目的等の制約のもとで学校においてい

かに効果的な消費者教育を展開するか、難し

いところである。 

  ただ、以前のように学校教育において知識

付与のみの教育にとどまるならば、学校にお

ける消費者教育はきわめて困難な事業といえ

る。しかし、現在では主体的かつ体験的な学

習が取り入れられているところから、消費者

教育にとっては好ましい状況にある。ただ、

現在でも消費者教育を知識教育型と考えてお

られる先生が多い状況にある。これは、のち

に触れるように、情報提供側に問題があると

おもわれる。 

  現在、日本政府はＩＴ革命を標榜している。

遅きに失しているとは思うが、頑張ってもら

いたいとおもう。すでに、欧米豪各国では、

ＯＥＣＤの消費者政策委員会報告をみるまで

もなく、ＩＴ活用の消費者教育がすすめられ

ている。例えば、学校教材のＣＤ－ＲＯＭ化

は数年前から実施されている。私も以前から

ＣＤ－ＲＯＭで教材を作成することを切望し

てきたが、今日にいたつても実現していない。

ハード面の整備ももちろん大切であるが、今

回の政策によってソフト面すなわち学校教材

のＩＴ化が進められることを願うものである。 

 

４）情報提供の効果検証 

 現在、消費者問題関係で作られる資料等は

相当量にのぼる。印刷物だけでみても、地方

公共団体や企業・関連団体の作成・配布され

ているものは、年間数百点になるであろう。

これらを消費者がどれだけ見ているか、きわ

めて疑問である。したがって、これらを含め

てその効果について検証が必要である。啓発

資料を作るだけではなく、消費者の手元に届

くことが求められる。さらに、その情報を消
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費者が理解することが必要である。情報の効

果を明らかにするため、その情報が消費者に

とって有用なものであったか否かを検証する

ことがもとめられる。アカウンタビリティ（説

明責任）は、資料の作成者にとっても、必要

なことである。 

 

３研修体制の整備 

１）教員の研修 

  教員研修の必要性については、各種の審議

会や研究会等で繰り返し指摘されてきたとこ

ろである。（財）消費者教育支援センターの設

立も、1970 年代の反省から出てきたものであ

った。1968 年の消費者保護基本法の成立にと

もない、消費者教育が学校教育に大幅に取り

入れられた。しかし、その後の十数年あまり、

学校における消費者教育は必ずしも進展した

といえない状況であった。理由は、実践主体

である教員に消費者教育の情報が充分に届い

ていなかったのである。この苦い経験から、

学習指導要領の改訂とともに情報提供機関と

して上記支援センターが設立されたのであっ

た。 

  以上の事情から、教員に対する情報の提供

にはみるべきものがあったといえる。支援セ

ンターをはじめとして各県の教育委員会、消

費生活センター等が教員の研修に大きな努力

を払ってきたところである。しかし、情報提

供の中核である支援センターが企業の協力に

のみ依存せざるを得なかったことからバブル

崩壊後資金的に厳しい状況となったこと、各

種の情報提供機関が必ずしも学校側のニーズ

にそった情報提供ができていなかったことな

どにより充分な成果を挙げていない状況であ

る。 

  現在では、ＩＴの発展により、研修コスト

の低廉化が可能である。この情報技術を駆使

した研修によって、これまで不可能だった多

くの教員の研修が可能になると思われる。 

 

２）消費者リーダー等の研修 

  消費者教育の講座は、年間、全国で数千回

実施されているとみられる。その講師は、主

として消費者相談の専門家や消費者グループ

のリーダーによるものである。この方々は、

消費者問題の専門家であり、あるいは精通し

た人たちである。問題は、かれらの持てる知

識を他の消費者に理解してもらう技術的な能

力があるかということである。さらには、消

費者教育の全体像に対する理解の程度に問題

がみられることである。 

  ある消費生活センターで相談員に１時間の

講演を依頼したところ、「自分の話は２時間な

ければできない。どうしても１時間しかない

のなら、２倍のスピードで話すがよいか」と

の返事だったと、そのセンターの職員はこぼ

していたという。さらに、教員に対する説明

には配慮が必要である。教員の場合は、理解

するにとどまらず自分たちが教えられるどう

かが重要である。専門家の話のあと感想をき

くと、ほとんどの教員は「消費者問題は難し

くて、自分には教えられるかどうか？」とい

う返事か返ってくる。 

  講師は知識は充分もっているが、説明能力

に問題ありということである。消費者教育は、

聴衆に理解してもらうためのものである。言

い換えれば、教育とは相手に、自分の話を理

解させるものでなければならないのである。

このことは、消費者教育に限らず他の全ての

教育にいえることであり、日本の教育でもっ

とも留意すべき問題である。 

  以上から、消費者問題の専門家やリーダー

の方々に対する消費者教育の再研修が必要で

あるが、その機会はきわめて少ない状況にあ

る。 

 

３）企業内研修と研修担当者の養成 

  学校を無事に終え胸をふくらませて社会に

出た若者を待ち受けているのは、悪質商法や

クレジットなどの消費者問題であるといわれ
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る。とくに最近は、独身寮などはターゲット

になりやすく、携帯電話やインターネットの

普及によって、企業側もガードできなくなっ

ているという。そして、一度悪質商法に染ま

った職員は、いかに説得しても企業には戻っ

てこないという。もちろん若者にとどまらず、

多くの会社員が消費者問題に巻き込まれ犠牲

者になっている。 

  さらに、今年、製造業でみられた一連の不

祥事については、関係者は大変なショックを

受けている。最近では、消費者問題に対する

業種別の理解度としては、金融機関等の認識

の低さが問題になっていたのに対し、製造業

は 1960 年代以来、厳しい試練を経て消費者関

連については問題はないとみられていたので

ある。 

  以上の状況から、企業関係者に対する消費

者関連の学習が改めて必要であることを痛感

するところである。さいわい、企業にもその

必要性を認識しているところも多く、支援セ

ンターには研修の要請がきている。企業内研

修は、人事部や労務部の業務として必ずしも

消費者関係とは連絡がなかった分野であるが、

消費者教育の研修を取り入れることがもとめ

られる。そして、情報提供機関にはこの要請

に応えられるようなカリキュラム等が必要で

ある。 

 

４情報提供機関の連携・整備 

１）増大する情報提供機関 

  現在、消費者情報を提供している機関は無

数にあるといえる。商品知識から消費者相談、

被害救済まで、その内容は多様である。とく

に最近では、規制緩和によってさまざまな分

野において、消費者情報の必要性が高まり、

公的、私的を問わず多くの機関が消費者情報

を提供するようになってきている。 

 消費者教育を意識して取り組んでいるとこ

ろはそれほど多くはないと思われるが、ＮＰ

Ｏや公民館など消費者教育を取り上げはじめ

ているのが注目される。今後とも、この傾向

は続くであろうし、このような身近な組織が

一層消費者問題をとりあげる機会が増えるこ

とがのぞまれる。 

  

２）各機関・組織の連携の必要性 

  公的私的を問わず、消費者情報を提供して

いる機関は急速に増大している。そしてこれ

ら機関における情報提供事業も活発化してい

る。消費者問題の増大やビッグバン等による

消費者の責任の増大に見合うものである。そ

れぞれの専門分野からの情報提供が豊富にな

ることは好ましいことではあるが、全体とし

てどうなっているかは把握しえない。 

  ひとつには、後述するように、消費者教育

そのもの体系が必ずしも確立されておらず、

したがってその内容・対象等についても各機

関なり組織の判断に委ねられている状況であ

ることに起因する。この点は今後の消費者教

育の研究に期待せざるを得ないところである

が、ただ、それらの情報の受取り手である消

費者の立場から、あるいは効率の観点からみ

てなんらかの形で全体像が把握される必要が

ある。 

 

３）連絡協議会等の設置 

  現在では、（財）消費者教育支援センターの

役員会及び企画委員会が、教育関係者、消費

者団体、事業者等から構成されており、メン

バーの構成からみる限り情報交換等の機能を

果たしうるものとみられるが、現実には（財）

消費者教育支援センターからの一方的な情報

提供にとどまっており、上記のような機能は

果たしていない。 

  したがって、各自の事業等について情報交

換が行われ、場合によってはその報告等をま

とめそれを一般に情報提供するようなことも

必要である。そのため、各種機関・組織の事

業についての情報交換会なり連絡会なりの設

置がのぞまれる。 
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5 学校教育における消費者教育の整備 

  すでに各項目のところで、学校教育につい

ても触れているので、本項では学校教育につ

いてとくに注目すべき点をみておきたい。 

 学校教育においては、消費者保護基本法制

定後の 1970 年代に消費者教育が導入され、90

年代には本格的に学習指導要領にとり入れら

れた。この結果、消費者教育は家庭科を中心

に広く普及するに至った。この時期は、丁度、

教育改革が検討される時期にあたり、主体的

かつ体験的な学習方法が注目されるようにな

った。この指導法はまさに消費者教育のメイ

ンの手法でもあり、容易に採用されたのであ

った。 

 2002 年から実施される新しい学習指導要

領では、消費者教育は主として家庭科が担当

することになっている。しかし、総体として

授業時間が少なくなり、家庭科においても例

外ではない。 

  「総合的な学習の時間」が設けられたので、

ここで消費者教育を行うことも可能であるが、

例示の学習にも挙げられていないことから、

担当教員によって取り上げられるか疑問のの

こるところである。 

  それよりも、消費者教育は生涯学習であり、

かつ、生活をカバーする学習であるところか

ら、教科に応じて適宜学習されることが望ま

しいことを考えれば、社会科等での状況は消

費者教育の趣旨にそぐわないものであるとい

える。 

  今後、学校教育において推進されるべき事

業は次のとおりである。 

 

１）教材、指導法の充実 

 （財）消費者教育支援センター設立の際、「校

種別、教科別、程度別について、いつでも、

どこでも、必要な教材、指導法が入手できる」

ということを目標として、（財）消費者教育支

援センター並びに連携機関を設置することを

考えていた。（財）消費者教育支援センターを

はじめとして各種機関が作成した教材はこの

要請にかなり応えているものと考えられるが、

この目標は達成されているとは言い難い。こ

れが実現していない理由は財源不足に尽きる

が、依然としてわれわれの目標であることに

は変わりはない。さいわい現在ではＩＴ革命

による通信手段等の飛躍的発展によって、そ

れほどの資金がなくても実現の可能性が高ま

ってきており、目標実現の好機であると思わ

れる。 

  体験学習が重視されるのにともなって、ク

レジットや株式投資等の疑似体験学習がとり

いれられている。社会人として必要な知識を

体験を通して学ぶことは必要であり、わが国

の教育では軽視されてきたが重要な学習であ

る。ただ、これらの学習は、メリットととも

に、借金の積極的肯定や賭博の奨励になりか

ねないというデメリットを伴うことを忘れて

はならない。この点は、生活または消費の中

で、あるいは資金管理の一環として学ぶべき

ものであると思う。このような観点からの教

材や指導法の開発・普及が求められる。 

 

２）児童・生徒のための研修施設 

 なお、児童生徒に対する個々の教材、指導

法の充実はもちろんであるが、体験学習とし

ての社会経験も学習として重要である。最近

では、福祉施設や商店、工場などに手伝いと

して加わり、社会経験をするようになってき

ている。このことは好ましいことではあるが、

社会の一側面にとどまるきらいがある。これ

らを総合した学習を可能にする社会モデルと

しての施設の整備も必要である。これには、

児童生徒の研修機関として、アメリカのフロ

リダにあるエンタープライズ・ビレッジのよ

うな研修施設が参考になるであろう（「教育施

設『企業村』訪問記」『NICE ニュースレター』

31 号参照）。その内容は、仮想の街があり、

その中には市役所から裁判所、テレビ局、電
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力会社、銀行、食品店などが存在し、一つの

街を形成している。そこで、子ども達は市長

をはじめとして銀行員、ハンバーガーの販売

員などの役割分担をしつつ、社会人として必

要な知識、技能、態度をまとめて学ぶもので

ある。断片的ではなく、トータルとしての社

会を学習するのである。 

 現在、政府では自然体験や奉仕活動等支援

のための「子どもゆめ基金」の創設が検討さ

れていると聞く。この対象として、上述の消

費者教育施設が最適ではないかと考える次第

である。 

 

３）教員免許の必修単位に 

  一般の方以上に、教員の方々は消費者教育

の経験者も未経験者も、消費者教育は難しい

ものと考えられている。難しいか易しいかを

尋ねると、ほとんどの先生方が難しいと答え

られる。理由の一つは、情報提供に問題があ

るとみられる。相談業務的なものと教育との

本質的な相違にもとづくものである。悪質商

法のそれぞれの定義を教えてほしいときかれ

る。私はその必要はなく、そういう商売があ

ること、救済としてクーリング・オフの制度

があること、もし問題があった場合は直ちに

消費生活センターに相談することの３点を教

えるだけで合格点だと思うと申し上げると、

先生方は口々に「目からウロコが落ちた」と

か「肩の荷がおりた」「これで消費者教育を教

えることができる」などの感想をいただく。

もう一つの理由は、先生方が消費者教育の情

報に接する機会が少ないことや入手が困難な

ことがあげられよう。消費生活センターで教

員の研修会をひらくと、センターの情報量の

多さにみなさん驚かれる。 

 以上のことから、少しでも消費者教育につ

いて学んでいただく機会があれば、教員の意

欲、印象も大きく変わるものであるというこ

とである。 

 前回の学習指導要領の改訂の際、教員免許

の単位に加えてもらうよう文部省に依頼した。

その時、担当課長は情報提供が充分に行えな

いことを理由に断れた。それから、すでに 10

年経過していることでもあり、指導者も育っ

ており、このようなニーズに充分応えられる

状況になっているので、必須科目としていた

だきたいと思う。  

 

6 その他 

１）理論体系の構築 

  国民生活審議会はじめ各種審議会において、

消費者教育において実施されるべき項目につ

いて指摘されている。かなりの項目について

は、程度の差はあるが実現をみているところ

である。ただ、1966 年の国民生活審議会の答

申に指摘されている「消費者教育の内容の体

系化」については、繰り返し指摘したように

必ずしも実現しているとは言い難い。少なく

とも、だれにも分かるような形にはなってい

ない。 

  このため、「立派な社会人として行動できる

ような消費者教育」「消費の重要性を強調し、

消費者の観点から経済社会を理解させ、消費

者としての権利と責任を自覚させるような消

費者教育」すなわち「市民教育としての消費

者教育」（上記答申）は、一般には必ずしも充

分に理解されているとは思われない。本答申

が出された当時、環境問題はそれほど大きな

問題となっていなかった。環境問題と消費者

教育との関係を考慮すると、この指摘は一層

重要性を増すと考えられる。 

  多くの方々から、わが国の国情にあった消

費者教育の必要性について要請をうける。お

そらく、全体像が明確でないところから、い

ま一つ理解できない、さらに踏み込んだ消費

者教育ができないのではないかと思われる。

明確な理念と目的、指導法、教材等がセット

されてはじめて、消費者教育の実施が容易に

なるのである。上述の審議会答申で指摘され

た消費者教育の理論体系の構築が急がれるの
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である。 

 

２）諸外国とのネットワーク、国際センター

の設置 

  社会主義圏諸国の市場経済化、教育改革の

推進、多言語化の進展等から、諸外国では消

費者教育の重要性が高まっている。 

  東欧諸国の市場経済化やＥＵの進展により、

ヨーロッパでは消費者教育が大きく発展して

いる。ネットワークが構築され、種々のプロ

ジェクトが実現している。これらに対してＥ

Ｕ委員会もバックアップしており、各種の事

業にはすばらしいものがみられる。 

  アジア諸国もまた消費者教育に重大な関心

をもっている国が多く、これら諸国からの関

係者のわが国の消費者教育への関心は高く、

（財）消費者教育支援センターへの来訪者が

増えている。 

  わが国としても、これら諸国からの情報収

集を図るとともに、なんらかの貢献も可能で

あり、期待もされていると思われる。このよ

うな観点から、現在、（財）消費者教育支援セ

ンターが進めている国際的ネットワークの構

築を強化、拡充すべきである。 

  ＥＵでは、ヨーロッパ消費者教育センター

の設立が検討されていると聞くが、わが国に

おいても、アジア諸国ないしは環太平洋諸国

との連携強化のため、これに類する消費者教

育国際センターの設置が必要であると考える。 

 

                                                   

（以 上） 

 

本論文は（財）消費者教育支援センター機関

誌「消費者教育研究」NO.83 12+1 月号(2000

年 12 月発行)に掲載したものである。 


